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日本DMATと我国の災害医療体制

～内閣府主催の大規模地震時医療活動訓練を通じて～

神戸大学医学部附属病院
特命教授 西山 隆

2017年12月1日
震災復興支援・災害科学研究推進室第6回シンポジウム



災害の定義

1959年9月26日に潮岬に上陸した伊勢湾台風（昭和34年
台風第15号）で5,000人以上の死者・行方不明者が出たこと
をきっかけに、1961年に「国土ならびに国民の生命，身体お

よび財産を災害から保護するため，防災に関し，国，地方公
共団体およびその他の公共機関を通じて必要な体制を確立
し，責任の所在を明確にするとともに防災計画の作成，災害
予防，災害応急対策，災害復旧および防災に関する財政金
融措置その他必要な災害対策の基本を定める法律」として
災害対策基本法が制定され、その中で『暴風、豪雨、豪雪、
洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象又
は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度
においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被
害をいう』と定義されている。

1. 災害と災害医療



災害対策基本法の概要
（昭和36年11月15日法律第223号）

① 防災に関する責務の明確化

② 総合的防災行政の整備

③ 計画的防災行政の整備

④ 災害対策の推進

⑤ 激甚災害に対処する財政援助等

⑥ 災害緊急事態に対する措置

自然災害対応の最
終責任は市町村長
にあり，都道府県・
国はそれを支援する。

災害救助法
（昭和22年10月18日法律第 118号

【目的】災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協
力の下に、応急的に、必要な救助を行い、災害にかかった者の保護と社会の秩序
の保全を図ること。

【実施体制】災害救助法による救助は、都道府県知事が行い（法定受託事務）、市町村
長がこれを補助する。

【経費の支弁】救助に要する費用は、都道府県が支弁。

災害に対する
行政の方針を
定めた法律

災害後の被災
者をケアする
ための法律



厚生労働省からの重要な局長通知

• 災害時における初期救急医療体制の充実強化に
ついて（平成8年5月10日健政発451号）

• 災害時における医療体制の充実強化について
（平成24年3月21日医政発 0321 第2号）

阪神淡路大震災の経験を受けたもの

東日本大震災の経験を受けたもの

Wake up call !  →

［
 



災害時における初期救急医療体制の充実強化について
（平成8年5月10日健政発451号）

① 地方防災会議等への医療関係者の参加の促進

② 災害時における応援協定の締結

③ 広域災害・救急医療情報システムの整備

④ 災害拠点病院の整備

⑤ 災害医療に係る保健所機能の強化

⑥ 災害医療に関する普及啓発、研修、訓練の実施

⑦ 病院防災マニュアル作成ガイドラインの活用

⑧ 災害時における消防機関との連携

⑨ 災害時における死体検案体制の整備



Emergency Medical Information System広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）広域災害救急医療情報システム(EMIS)

●災害に遭った医療機関は、患者転送蔓請などの医療サービスに関する妻請情報を登錢します。

●災害に対して支援を行える医徴機閲からは、受入可能患者数などの支援情輻を登錢します。

●厚生労働省や都道府県担当課では、双方から登餞された情報を活用し円滑な医療活動を支援します。

●登録された情報は東西にあるバックアッブセンタを中心に運動し、全国の情報を共有しています．
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需要

資源

ＥＭＩＳの機能

• 災害時施設等情報
▬対象：全病院，診療所，避難所，救護所，施設等
▬入力項目：緊急入力と詳細入力

• 医療搬送患者情報

• 支援情報
▬対象：DMAT，救護班

• 平時の施設情報
▬ベッド数，職員数等

• 緊急通報
▬厚生労働省等への緊急通報機能を追加

EMISの機能



ＵＤＭＥ講義テキストより

災害拠点病院の整備状況災害拠点病院の整備状況

・災害拠点病院は平成8年より整備を開始

• 平成29年4月1日現在までに723病院を指定
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基幹災害拠点病院

地域災害拠点病院

原則として各都道府県に1か所設置する。

原則として二次医療圏に1か所設置する。
※二次医療圏に地域災害拠点病院を指定していない都道府県は、

埼玉県(1)、東京都(1)、静岡県(1)、愛知県(1)、福岡限(3)の7二次医際圏



阪神淡路大震災の教訓

• 正式要請を待ったため、初動が遅れた

→要請を待たずに活動することが重要

• 被災地内の医療機関にマンパワーの不足

→外部からの応援が不可欠

• 被災地内の医療機関は、ライフラインの途絶によ
り医療ができなかった

→救命のためには被災地の外へ搬送が重要

避けられた災害死*の発生を防ぐ

*平時の救急医療レベルの医療が提供されていれば
救命できたと考えられる災害死



DMAT(Disaster Medical Assistance Team)

• DMATとは

「災害急性期に活動できる機動性を持ったトレー
ニングを受けた医療チーム」

平成13年度厚生科学特別研究
「日本における災害時派遣医療チーム(DMAT)の標準化に関する研究」報告書

日本DMAT
日本DMAT隊員養成研修を修了
厚生労働省医政局長より隊員登録証（個人資格）

防災基本計画*に根拠
* （平成23年12月27日中央防災会議決定）

レ
＿ングを受けた



DMATの意義

24時間 48時間発災

従来の医療救護班の到着

救命医療のニーズ
後方搬送のニーズ

避けられた死

DMAT

（日本DMAT隊員養成研修会資料）

灰

救命医療のニーズ
後方搬送のニーズ

けられた

従来の医療救談班の到



わが国の災害医療体制(DMATの活動）
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災害時における医療体制の充実強化について
（平成24年3月21日医政発 0321 第2号）

① 地方防災会議等への医療関係者の参加の促進
② 災害時に備えた応援協定の締結
③ 広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）の整備
④ 災害拠点病院の整備
⑤ 災害医療に係る保健所機能の強化
⑥ 災害医療に関する普及啓発、研修、訓練の実施
⑦ 病院災害対策マニュアルの作成等
⑧ 災害時における関係機関との連携
⑨ 災害時における死体検案体制の整備

※DMAT活動要領の改定を行い医療救護班が充足すまで
DMATの2次隊/3次隊の派遣を行うこととなった。



東日本大震災での新たな展開

避けられた死
新たな医療ニーズ
（避難所・病院避難など）

医療の空白

DMAT 

従来の医療救護班

I避けられた死 I

↑ 

発災

ー 2
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広域地震災害時の医療ニーズと
それに対応する支援医療チーム

スムーズな
移行に問題

保健医療
投薬，小処置，公衆衛生活動

究明安定化理療
↓

根本治療

超急性期・
急性期医療

亜急性期・
慢性期医療

DMAT以外の医療救護班
(JMAT,DPAT,日赤救護班等)を
調整する機能が欠落していた。

国ヨ ~ 



都道府県災害対策本部のイメージ

一医療本部亘任者
（都道府県幹部）

• 
医療本部亘任者

（都道府県幹部）
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：コーディネート ：
＇ ， チーム ， ’’ 
’ ’ 県医師会

~ 
: 内］
---------
DMAT都道府児甜堅本部

DMAT調整本部長

（統括DMAT)

本部長補佐

(DMAT車務局）

記録担当

(DMAT) 
・クロノロ
・EMIS 
等（牛名以上）

調笙本部 1 
-------, ,． 

l : k------------・ ―, 

I Iコ→ィネートチーム ：

El赤災害医コ l : i~旦夏こ~..!
□更o : .:~
亡二二::-:.--1.,区円

（果庁、関係団体）I • 

詈------・ （関係団体）

・クロノロ
・EMIS等

--. 
1連絡甜埜担当

(DMAT) 
．君話道喝

•病院1輝収案
•航空搬送調竪
筍 (4名以上）
・陸路搬送調釜

・Oジスティクス
I● 

ー

医烹本部要貝

（都迫府果職貝）

., ―-----

ー

医療本部要員

（都道府県職員）

調茎本部

-------I 

1 県医師会 I: 

1a赤災害医コ 1:
I 

. -- 1: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

関係否

遇甜埜担当
（果庁、関係団

体）
．君話道喝

•病院1輝収案
・陸路搬送調竪
•航空搬送調竪
尊

ー



H29大規模地震時医療活動訓練

ー神戸圏域活動拠点本部ー
(神戸大学医学部附属病院）

2017年9月15日



平成29年7月21日 「平成29年度大規模地震時医療活動訓練について 内閣府（防災担当）」より

平成29年度大規模地震時医療活動訓練（広域医療搬送計画）

ヽ

DMAT参簗
（空路）

広域医攪懺送

政府艦給を用い

た鎮緩

]) ． •r:= 
(i) ll: 攘襲 仙台空港 ⇒ 和歌山襲

② 扇潟棗 新潟空港
大、窮

⇒ 兵霞貫

@ 三重景広域防災拠点
三璽襲 （伊勢志犀拠点） ⇒ 這賃景

雨紀白浜空港

大阪目爵空港

滋賃県立大学

④ 和霰tlJ晨 雨紀白浜空港 ⇒ 官讀景 仙台空港

⑤ 大Iii/I! 八尾scu ⇒ 這貫景 滋賃医科大学

@ 大Ii病
兵璽稟

大阪国靡空港 ⇒ 篇潟景 新潟空港

⑦ 和歌山鼻 和歌山下津港 (I妻岸 ・移動なし）

守゜--------------
＇ ： 凡例

I 
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,~,~ きの流れ ： 

＇ DMATの流れ(~集）：

一［ 域内拠点 ： 
＇ Eニコ 域外拠点 ；

＇ ' ---- - -- - ------~ 

--::JI ---------------"-----=-l 政府艦船を用いた し— ---

? ’’ 

＇ 
’ 臨韓scu設置専馴繍 ‘ 
, ［和歌山下津港] I ---------------~ 

固定貢璽 C-130H (空自）
I 
7 

固定員璽 C-130R (逼自）

回転貴璽 CH-47 (空自）

固定翼I C-130H (空自) (i)の機体を伎用

回転貴量 EC225 (蕩保）

固定員璽 C-130R (蕩自） Rの機体を使用

輸送置

ヽ
t'1 

O違隔地に所在するDMATチームが空路に
より被災地内へ参集

〇各府県が設置した禎災地内scuから重癒
患看を被災地外scuへ航空懺送

※鯛練で使用する航空機については、上襄の
とおり



神戸市被害想定

●津波浸水想定
5.0m以上
4.0m以上～5.0m未満
3.0m以上～4.0m未満
2.0m以上～3.0m未満
1.0m以上～2.0m未満
0.3m以上～1.0m未満
0.3m未満

神戸市：153万人都市
被害想定（昼間）：
死者9300人
負傷者：6000人

災害拠点病院は当院を含め３病院⇒他2病院は病院周囲が浸水域の予想

兵庫県災害医療ｾﾝﾀｰ

神戸赤十字病院

神戸市立
中央市民病院

神戸大学医学部附属病院
活動拠点本部

II $:;;~;~ I 

J
-



平成29年7月29日（土）
大規模地震時医療活動訓練兵庫県組織図
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（兵庫県災害医療対策本部）

（兵庫県庁）

東播磨
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中播磨・西播磨
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関西広域連合災害対策本部
（＠兵庫県庁）

災害救急医療
情報指令センター

神戸
保健医療圏

神戸圏域
活動拠点本部
(神戸大学医学
部附属病院)
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病
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【本部長】
中山先生

【本部長】
八井田先生

【本部長】
板垣先生

【本部長】西山 【本部長】菅先生【本部長】
吉田先生

【
本
部
長
】

小
林
先
生

【訓練統括】
川瀬先生

【
本
部
長
】

※

事
務
局
指
定
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本部長：病院長
副部長：副病院長（災害対策室長）、救急部長、事務部長
本部員：副病院長（看護部長）、災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ、事務次長

災害情報収集班 外部調整班 設備班

避難・誘導班

班長：DMATロジ
医療情報部
DMAT隊員
UDME

班長：総務課長
総務課

班長：施設管理課長
施設管理課

記録/連絡/通信班

班長：経営企画課
総務課
経営企画課

班長：医事課
医事課

センター長：災害医療コーディネーター

本部長
医師3名
看護部：1名
事務部：2名

センター長：医師1名
各班：事務部より1名ずつ計6名
災害情報収集班：看護師5名
事務調整員（DMAT）：2名
医療情報部：1名

リーダー：統括DMAT
外部からの支援DMAT
（災害医療ｾﾝﾀ-，神戸中央市
民病院，他10チーム予想）

DMAT活動本部

院内DMAT
1チーム

診療センター

院内災害対策本部
（934床）

災害情報センター

センター長：医師1名
看護師：1名
医事課：1名

医師：3名
看護師：20名+3名( 連絡員)
医事課/患者ｻｰﾋﾞｽ課：6名

トリアージエリア

赤エリア

入院患者管理

黄エリア

黒エリア 患者搬送

物品調達班

班長：管理課長
管理課

災害医療体制組織図（大規模災害訓練参加 人員配置案）
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訓練概要

①院内災害対策本部：談話室

②診療エリア：ホスピタルホール ③神戸圏域DMAT活動拠点本部：第二会議室

DMAT隊員数：
医師11
看護師8
業務調整員5



連携機関

日赤無線

消防リエゾン

民間救急/福祉タクシー

消防

DPAT--ー’_...... --.)_ 

雪〗



院内訓練との連携➡院内衛生通信/災害ｶﾙﾃの整備

② IPSTARネット/電
話回線の整備

③衛星電話の整備
（全5台）

①電子カルテ上での災害カルテの
運用訓練



中頭病院
小波瀬病院
市立札幌病院
琉球大学病院
済生会二日市病院
北九州総合病院
岡山済生会病院
神戸中央市民病院
那覇市立病院
水戸医療センター
岡山大学病院
筑波大学病院
県立新居浜病院
…

DMAT投入の流れ

大阪国際
空港SCU

空路参集

参集DMAT：全13隊

1

福岡DMAT

5

2 参集DMATは本部に入っ

たチーム以外、午後から
の到着になった為、後方
搬送が出来ない事態に

岡山大学

岡山済生会

兵庫県災害対策本部

兵庫県保健医療調整本部

龍野西SA

兵庫県災害医療ｾﾝﾀｰ
神戸赤十字病院

神戸市立
中央市民病院

1

神戸大学医学部附属病院
活動拠点本部

1

1

2

1

［ 
------------------------

文
7

ヽ

戸土央市民病院



3

1

1

陸路

空路

姫路赤十字
NICU

1
9

神戸大学へ入院

4

消防救急車
民間救急車

福祉タクシー 消防救急車
DMAT救急車

精神科病院
病院避難

小児

医療搬送調整： 20件

兵庫県災害医療ｾﾝﾀｰ
神戸赤十字病院神戸市立

中央市民病院
淡路医療ｾﾝﾀｰ

三木総合防災公園
SCU(キャパあり)

加古川医療ｾﾝﾀｰ

姫路赤十字NICU

湊川病院

神戸大学医学部附属病院
活動拠点本部

6
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戸中央市民哀：男



結語

• 我国の災害医療体制は，阪神淡路大震災を教訓にし
て東日本大震災・熊本地震等を経て発展してきた。

• 大規模災害において，超急性期から慢性期医療の医
療体制，その中で多機関連携，重症患者の広域搬送
等や災害拠点病院の役割についてその整備が必要で
ある。

• 南海トラフ断層地震において，神戸市内の災害拠点病
院として津波による被害がほとんどないと思われる神
戸大学病院の担う役割は重要となる。



最後に…

全ての訓練関係者の皆様に感謝申し上げます。

神戸大学病院一同
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